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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラッシング又はクリーニング・ツール（２）をハンドル部へ結合する結合部と、結合
された前記ブラッシング又はクリーニング・ツールを駆動する駆動機構（２３）と、前記
駆動機構を制御する制御装置（２７）と、を備えた電動歯磨き又はブラッシング装置（１
，２）のハンドル部（１）であって、
　前記制御装置（２７）は、前記ブラッシング又はクリーニング・ツールに設けられたイ
ンターロック解除素子（７）によって停止状態にされ得るインターロック装置（１００）
を有することを特徴とするハンドル部。
【請求項２】
　前記インターロック装置（１００）は、前記クリーニング・ツールが前記ハンドル部へ
結合されたとき、前記インターロック解除素子（７）によって停止状態にされ得ることを
特徴とする、請求項１に記載のハンドル部。
【請求項３】
　前記制御装置（２７）は、取り付けられた前記クリーニング・ツール（２）の前記イン
ターロック解除素子（７）のエンコーディング部を検出するエンコーディング部検出装置
（５）を含み、
　前記インターロック装置（１００）は前記エンコーディング部検出装置（５）からの信
号に応じて停止状態にされ得ることを特徴とする、請求項１又は２に記載のハンドル部。
【請求項４】
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　前記エンコーディング部検出装置（５）を作動状態にする前記駆動機構（２３）のオン
オフスイッチが前記ハンドル部（１）に設けられ、
　前記駆動機構（２３）は、前記エンコーディング部検出装置（５）の肯定的な応答、又
は、前記インターロック装置（１００）を停止状態にすることによってスイッチが入るよ
うに適合している、請求項３に記載のハンドル部。
【請求項５】
　前記インターロック装置（１００）は電子的に動作することを特徴とする、請求項３又
は４に記載のハンドル部。
【請求項６】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は非接触タイプであることを特徴とする、請求
項３～５のいずれか１項に記載のハンドル部。
【請求項７】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は機械的に作動可能であることを特徴とする、
請求項３～５のいずれか１項に記載のハンドル部。
【請求項８】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、前記クリーニング・ツール（２）のエンコ
ーディングによって移動又は変形するように適合した少なくとも一つの可動又は弾性変形
可能な感知素子（１７）を含み、移動又は変形を表す信号を生成することを特徴とする、
請求項７に記載のハンドル部。
【請求項９】
　前記感知素子（１７）は電気接点部材として構成されていることを特徴とする、請求項
８に記載のハンドル部。
【請求項１０】
　前記エンコーディング部検出装置（５）のプローブ素子は、可動式、かつ、変位可能的
に取り付けられ、クリーニング・ツール（２）の対応した作用面（５５）と係合する係合
面（５６）を有することを特徴とする、請求項３～９のいずれか１項に記載のハンドル部
。
【請求項１１】
　前記係合面は、前記クリーニング・ツール（２）が前記ハンドル部と結合・係合する際
、前記プローブ素子が前記作用面（５５）によって予め決められた量だけ移動されるよう
に、前記クリーニング・ツール（２）の前記作用面と組み合わされ、
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、前記プローブ素子の動きを検出する運動セ
ンサ（１７；５７）を含むことを特徴とする、請求項１０に記載のハンドル部。
【請求項１２】
　前記プローブ素子は、長手方向に変位可能な形式で取り付けられた駆動軸（２８）によ
り形成されることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載のハンドル部。
【請求項１３】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、前記インターロック解除素子（７）である
前記クリーニング・ツール（２）からエンコードされた信号を受信する信号受信器（２０
）、及び、問い合わせ又は作動信号を結合された、前記インターロック解除素子（７）で
ある前記クリーニング・ツール（２）へ送信する信号送信器（２０）の少なくとも一方を
含むことを特徴とする、請求項３～１２のいずれか１項に記載のハンドル部。
【請求項１４】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、取り付けられた前記インターロック解除素
子（７）である各々のクリーニング・ツール（２）の光エンコーディング部を検出する光
センサ（１２；１３；１５）を含むことを特徴とする、請求項３～１３のいずれか１項に
記載のハンドル部。
【請求項１５】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、取り付けられた前記インターロック解除素
子（７）である各々のクリーニング・ツール（２）の磁気エンコーディング部を検出する
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磁気センサ（６；９；１０）を含むことを特徴とする、請求項３～１４のいずれか１項に
記載のハンドル部。
【請求項１６】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、取り付けられた前記インターロック解除素
子（７）である各々のクリーニング・ツール（２）のエンコーディング部を検出するセン
サ（９）含むことを特徴とする、請求項３～１５のいずれか１項に記載のハンドル部。
【請求項１７】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、取り付けられた前記インターロック解除素
子（７）である各々のクリーニング・ツール（２）の容量エンコーディング部を検出する
容量センサ（２１）を含むことを特徴とする、請求項３～１６のいずれか１項に記載のハ
ンドル部。
【請求項１８】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、取り付けられた前記インターロック解除素
子（７）である各々のクリーニング・ツール（２）の電気エンコーディング部を検出する
電気センサを含むことを特徴とする、請求項３～１７のいずれか１項に記載のハンドル部
。
【請求項１９】
　前記エンコーディング部検出装置（５）は、閉鎖された液密ハンドル・ハウジング（２
６）に置かれていることを特徴とする、請求項３～１８のいずれか１項に記載のハンドル
部。
【請求項２０】
　前記ハンドル部（１）のインターロック装置（１００）を停止状態にさせる前記インタ
ーロック解除素子（７）は、前記ハンドル部自体と関連付けられ、ハンドル・ハウジング
（２６）へ、又は、ハンドル・ハウジング（２６）内に固定されていることを特徴とする
、請求項１～１９のいずれか１項に記載のハンドル部。
【請求項２１】
　電動歯磨き装置のハンドル部（１）へ結合するための結合部を備えた、ブラシ・アタッ
チメントであるブラッシング又はクリーニング・ツールであって、
　前記ハンドル部（１）のインターロック装置（１００）を停止状態にさせるインターロ
ック解除素子（７）によって特徴付けられるブラッシング又はクリーニング・ツール。
【請求項２２】
　前記インターロック解除素子（７）は、エンコーディング装置若しくは作用部材を含む
か、磁気エンコーディング機能、電気エンコーディング機能、容量エンコーディング機能
、電磁気エンコーディング機能、光エンコーディング機能、機械エンコーディング機能、
磁気作用機能、電気作用機能、容量作用機能、電磁気作用機能、光作用機能、又は、機械
的作用機能を有する作用部材として構成されていることを特徴とする、請求項２１に記載
のクリーニング・ツール。
【請求項２３】
　前記インターロック解除素子は、前記ハンドル部（１）から信号を受信する信号受信器
、及び、インターロック解除信号を前記ハンドル部（１）へ送信する信号送信部を含み、
前記信号送信部はトランスポンダ（１９）であることを特徴とする、請求項２１又は２２
に記載のクリーニング・ツール。
【請求項２４】
　前記インターロック解除素子は、成形された本体であるエンコーディング本体を具備し
、このエンコーディング本体は、前記クリーニング・ツールの本体に固定式に接続され、
前記クリーニング・ツール及び前記ハンドル部（１）が結合状態にあるとき、前記ハンド
ル部（１）のエンコーディング部検出装置（５）の検出範囲内に置かれるように配置され
構成されていることを特徴とする、請求項２１～２３のいずれか１項に記載のクリーニン
グ・ツール。
【請求項２５】
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　インターロック解除素子として少なくとも一つの作用部が設けられ、この作用部は、前
記クリーニング・ツール（２）が前記ハンドル部（１）へ結合される際に、前記ハンドル
部（１）上のプローブ素子（２８）又は感知素子（１７；５７）を所定の量及び所定の方
向の少なくとも一方へ移動又は変形させ、又は、所定の力をそこへ適用することにより、
前記プローブ素子（２８）又は前記感知素子（１７；５７）作動させることを特徴とする
、請求項２１～２３のいずれか１項に記載のクリーニング・ツール。
【請求項２６】
　作用部として作用面（５５）が設けられ、この作用面は、前記ハンドル部（１）の前記
プローブ素子（２８）又は前記感知素子と関連付けられた対応した係合面（５６）と位置
合わせされ、前記クリーニング・ツール（２）が前記ハンドル部へ結合される際に、前記
ハンドル部上の前記係合面（５６）が、所定の量及び所定の方向の少なくとも一方に移動
され、又は、所定の力により作動されることを特徴とする、請求項２５に記載のクリーニ
ング・ツール。
【請求項２７】
　前記インターロック解除素子（７）は、少なくとも一つの磁界影響部材又はエンコーデ
ィング本体（８）を含み、この磁界影響部材又はエンコーディング本体は、前記クリーニ
ング・ツール（２）の結合端部の領域に配置されていることを特徴とする、先行の請求項
２１～２６のいずれか１項に記載のクリーニング・ツール。
【請求項２８】
　前記インターロック解除素子（７）は、少なくとも一つの誘電的に作用する作用部材又
はエンコーディング本体（８）を含み、この作用部材又はエンコーディング本体は、前記
クリーニング・ツール（２）の結合端部の領域に配置され、前記結合端部から、結合運動
の方向へ突出するように構成されている、請求項２１～２６のいずれか１項に記載のクリ
ーニング・ツール。
【請求項２９】
　前記インターロック解除素子（７）は、前記クリーニング・ツールの本体の結合端部に
設けられている光入射開口（３８）及び光出射開口（３９）と連通する光導波路（３７）
を含む、請求項２１～２８のいずれか１項に記載のクリーニング・ツール。
【請求項３０】
　前記インターロック解除素子（７）は前記クリーニング・ツールの本体の一体的な部分
であることを特徴とする、請求項２１～２９のいずれか１項に記載のクリーニング・ツー
ル。
【請求項３１】
　前記インターロック解除素子（７）は、取り外し可能なように前記クリーニング・ツー
ルの本体に接続されている、請求項２１～３０のいずれか１項に記載のクリーニング・ツ
ール。
【請求項３２】
　前記インターロック解除素子（７）は、前記クリーニング・ツールの結合端部に配置さ
れたリング（８）と一体化され、前記クリーニング・ツールの本体との確実な係合によっ
て前記クリーニング・ツールの本体にスナップ式にはめ込むことができる請求項３０に記
載のクリーニング・ツール。
【請求項３３】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載のハンドル部（１）と、前記ハンドル部（１）へ
結合されるように適合した請求項２１～３２のいずれか１項に記載のクリーニング・ツー
ル（２）とが組み合わされた電動歯磨き装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動歯磨き装置に関する。本発明は、特に、種々のクリーニング・ツールを
結合するための少なくとも一つ又は数個の結合部と、結合されたクリーニング・ツールを
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駆動する駆動機構と、制御装置と、を有する歯磨き装置のハンドル部に関する。更に、本
発明は、クリーニング・ツール、特に、このようなハンドル部のためのブラシ・アタッチ
メントに関する。
【０００２】
　電動歯ブラシや電動口腔洗浄機のような歯磨き装置は、一般的に、ブラシ・アタッチメ
ント、ジェットノズル、歯間ブラシを取り付けることができるグリップ若しくはハンドル
部又は握り部を備えているので、何人かのユーザが自分専用の、特に、各個人に関連した
クリーニング・ツールを用いることによりその歯磨き装置を共用することができる。この
ような電動歯ブラシは、例えば、独国特許出願公開第１９６２７７５２号明細書や欧州特
許第０６２４０７９号明細書から知られている。
【０００３】
　ドイツ国実用新案第２９９１５８５８号明細書からは、各種の歯ブラシがコンソールの
専用に割り当てられた容器だけに挿入できる歯磨き装置が知られている。この装置は、次
に、特定の歯ブラシのために準備されたプログラムを開始する。特に子供は、自分専用の
歯ブラシを挿入するための、個別の開口の場所を見つけ、プラグをそこへ結合させること
が難しいと感じる。更に、このコンソールは、複数の異なる容器を設けなければならない
こと、並びに、各歯ブラシには、その歯ブラシに専用の容器に割り当てられた、異なるプ
ラグが設けられることを考慮すると、製造に高度の複雑さを必要とする。
【０００４】
　米国特許第５１８４９５９号明細書に開示された更なる装置では、各ハンド歯ブラシは
ハウジング内の専用収容スロットが割り当てられるので、各歯ブラシはハウジングを介し
て個別のブラッシング時間信号が割り当てられる。このアレンジメントは、歯磨き動作に
関するユーザ固有データを検出し蓄積していない場合には、製造の観点から非常に複雑で
ある。
【０００５】
　このような歯磨き装置は様々な点で改良の余地がある。一つの問題は、特に、蓄電池駆
動型歯ブラシの場合に、蓄電池がすぐに切れるということである。このような状況は、例
えば、歯ブラシが旅行鞄などの中に適切に詰め込まれていないために駆動機構のスイッチ
が偶然に入る場合に起こり得る。更に、ハンドル部が必ずしも常に正しいブラシ・アタッ
チメントと結合されていないために、適合性の欠ける結果として、ハンドル部、例えば、
結合部が特に動力伝達領域で損傷を生じること、或いは、同様に適合性の欠如のために、
適切な洗浄機能が確保されないことが起こり得る。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、従来技術の欠点を回避し、従来技術を更に発展させ、更
なる効果を生じる、電動歯磨き装置の改良されたハンドル部、及び、電動歯磨き装置用の
改良されたクリーニング・ツールを提供することである。特に、本発明は、歯磨き装置の
偶然の起動、及び／又は、不適切な使用を防止する満足できる安全装置の提供を目的とす
る。
【０００７】
　本発明によれば、上記の目的は、本質的に、ハンドル部の制御装置が、クリーニング・
ツールに設けられたインターロック解除素子によって停止状態にさせることができるイン
ターロック装置を具備することにより、冒頭で参照したタイプの電動歯磨き装置のハンド
ル部において達成される。冒頭で参照したタイプのクリーニング・ツールに関して、この
目的は、クリーニング・ツールがハンドル部のインターロック装置を停止状態にさせるイ
ンターロック解除素子を具備することにより達成される。本発明の好ましい実施形態は、
従属請求項の対象である。
【０００８】
　このようにして、これらの解決手段は歯磨き装置が偶然に起動されることを防止する。
ハンドル部の駆動機構は、適合しているクリーニング・ツールがハンドル部に装着され、
その後、インターロック装置が停止状態にさせられた場合に限りスイッチを入れることが
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できる。トラベル・ケース内で偶然にスイッチが入ることは、ハンドル部からクリーニン
グ・ツールを取り外すだけで簡単に防止することができる。蓄電池がすぐに放電する不慮
の事態も起こり得ない。インターロックを、例えば、ハンドル部のスイッチに実装するた
めの設計又は機構に関する付加的な装備は不必要である。
【０００９】
　本発明の更なる特徴によれば、特に、クリーニング・ツールがハンドル部に適切に結合
されたときに限り、インターロック装置をクリーニング・ツールのインターロック解除素
子だけによって停止状態にさせるための対策がなされる。これは、インターロック解除素
子が、好ましくは、検出装置、即ち、ハンドル部に対して予め決められた方向及び／又は
位置で有効になるように、クリーニング・ツールに設けられたインターロック解除素子と
、インターロック解除素子の存在を検出するためハンドル部に設けられた検出装置とを構
成し相対的に適合させることによって達成され得る。
【００１０】
　ハンドル部、特に、動力伝達部又はその結合装置が適合しないブラシ・アタッチメント
の装着によって損傷を受けないようにするため、インターロック解除素子は、クリーニン
グ・ツールを区別するエンコーディング部として構成してもよい。このとき、ハンドル部
は、装着されたクリーニング・ツールのエンコーディング部を検出するエンコーディング
部検出装置を含む。インターロック装置は、エンコーディング部検出装置が適切なエンコ
ーディング部を読み取り、対応した信号を発生したときに限り停止状態にさせられる。こ
のように、ハンドル部は、装着されたクリーニング・ツールを検出し、検出されたクリー
ニング・ツールに応じて、駆動機構の解除を制御する。
【００１１】
　エンコーディング部検出装置は、クリーニング・ツールのエンコーディング部を所定の
間隔でサンプリングすることがわかるであろう。本発明の具体的な構成によれば、エンコ
ーディング部検出装置は、ハンドル部、例えば、電動駆動機構のオンスイッチが作動され
たときに限り作動状態にされる。これは、エンコーディング部検出装置の電流消費を最小
限レベルに維持する点で有利である。歯磨き装置のスイッチを入れるため、ユーザは、従
来通り、制御装置又は電動モーターのオンオフスイッチを作動する。しかし、スイッチが
作動されても、電動モーター、即ち、駆動機構は、直ちに作動状態にセットされるのでは
なく、最初に、エンコーディング部検出装置だけが作動され、エンコーディング部検出装
置が、適合しているブラシ・アタッチメント、即ち、適切なエンコーディング部を具備す
るブラシ・アタッチメントがハンドル部に結合されていることを確定した後、ハンドル部
のモーターが作動状態にセットされる。したがって、最終的に、オンオフスイッチによる
エンコーディング部検出装置の作動は、間接的に、即ち、ブラシ部のインターロック解除
素子がハンドル部のインターロック装置を停止状態にさせたときに限り、ハンドル部の駆
動機構を作動状態にセットする。ブラシ部がハンドル部に装着若しくは結合されていない
場合、又は、適合しないブラシ部がハンドル部に取り付けられている場合、エンコーディ
ング部検出装置は、オンオフスイッチの作動後、適切なエンコーディング部の検出に失敗
するか、又は、ブラシ・アタッチメントにインターロック解除素子が無いためハンドル部
のインターロック装置は停止状態になることを妨げられるので、この場合、電動歯ブラシ
のハンドル部は作動状態にセットされ得ない。数ある効果の中で、オンオフスイッチによ
るエンコーディング部検出装置の作動を伴うこのアプローチは、エンコーディング部検出
装置への電源が、好ましくは、ハンドル部のオンオフスイッチの作動中に限り必要であり
、その他の場合には、停止状態であるか、又は、受動状態であるという効果を生ずる。も
ちろん、エンコーディング部検出装置は、オンオフスイッチング期間以外の期間に、適合
している、即ち、適切にエンコードされたブラシ・アタッチメントの有無を検査するため
、歯ブラシの動作中に、一定間隔若しくは不規則な間隔で作動させることが可能であるこ
とが理解されよう。オンオフスイッチがハンドル部の駆動装置のスイッチを切るため歯磨
き動作の終了時に再度作動されたとき、駆動装置は直ちに停止され、状況次第で、インタ
ーロック装置を停止状態にさせるので、ハンドル部のオンオフスイッチが引き続き再度オ
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ンに切り替えられたとき、上記のサイクルを繰り返すことができる。
【００１２】
　クリーニング・ツールに直接的に設けられたエンコーディング部を検出するため、又は
、インターロック解除素子の信号を検出するためのアプローチ、並びに、エンコーディン
グ部又はクリーニング・ツールのインターロック解除素子の構成のためのアプローチには
、種々のアプローチが考えられる。
【００１３】
　特に簡単な態様では、クリーニング・ツールはその形状によってエンコードされる。ク
リーニング・ツールは、１個若しくは数個の成形された本体を有し、この本体は、クリー
ニング・ツールの本体に特に固定して接続され、クリーニング・ツールがハンドル部に結
合されたとき、ハンドル部のエンコーディング部検出装置の検出レンジに位置する。エン
コーディング部は、特定の幾何学的外形、例えば、外側輪郭を具現化し、及び／又は、ク
リーニング・ツールの結合部、したがって、ハンドル部のエンコーディング部検出装置に
対する成形された本体の特定の空間的配置を具現化する。成形された本体の検出は、例え
ば、ライトバリア方式などの非接触方式で実行される。
【００１４】
　本発明の一実施形態では、個々のクリーニング・ツールのエンコーディング部は、エン
コーディング部検出装置と機械的に接触させられ、エンコーディング部検出装置がエンコ
ーディング部を読み取れるようにさせる。これにより、特に、簡単な構造が得られる。
【００１５】
　ハンドル部は、使用されるそれぞれのクリーニング・ツールに設けられたエンコーディ
ング部を走査し、インターロックを停止状態にさせる走査装置を具備してもよい。
【００１６】
　好ましくは、ハンドル部は、可動式の、又は、変形可能な感知素子を含み、感知素子は
、クリーニング・ツールがハンドル部に着座されたとき、クリーニング・ツールの機械的
エンコーディング部によって動かされるか、変形されるか、さもなければ影響を与えられ
る。エンコーディング部に依存して、感知素子は、所定の量で、あるいは、所定の方向へ
移動されるか、又は、ずらされる。感知素子は、移動又は変形に応じた信号を生成するの
で、エンコーディング部が検出され得る。感知素子は、場の力、例えば、電磁界の力を感
知するように構成してもよく、この電磁界は、クリーニング・ツールがハンドル部へ着座
させられているときに、エンコーディング部によって発生され、感知素子に影響を与え、
感知素子に信号を活発に生じさせる。特に簡単な構造を達成するためには、感知素子は、
好ましくは、電気機械式接点部材として構成してもよい。この部材は、クリーニング・ツ
ールのエンコーディング部に応じて変形又は動かされた後、１個又は数個の接点を開き、
あるいは、好ましくは閉じるので、対応した信号が生成される。
【００１７】
　感知素子は、装着されたクリーニング・ツールのエンコーディング部に応じて、異なる
度合いで変形され、又は、異なる方向へ動かされ、これに応じて、異なる接点を閉じ、あ
るいは、異なる個数の接点を閉じるように構成してもよい。
【００１８】
　本発明の更なる態様によれば、クリーニング・ツールの異なるエンコーディング部が、
異なる感知素子、又は、異なる個数の感知素子を作動させるように、いくつかの感知素子
が設けられる。
【００１９】
　感知素子は自由にアクセスできるように配置される。このような配置では、感知素子は
、クリーニング・ツールの対応したエンコーディング素子と直接的に作用するように関連
付けてもよい。本発明の有利な実施形態では、感知素子は間接的に作動可能である。感知
素子は、例えば、柔らかいプラスチック部分の形で変形可能な部分を含むハンドル部のハ
ウジングの内部に設置され、その変形可能な部分を介して感知素子を作動させることがで
きる。これにより、ハンドル部の密封された、特に、液密構造を達成することができる。
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【００２０】
　本発明の別の有利な実施形態によれば、エンコーディング部検出装置は、可動プローブ
素子を含み、このプローブ素子は、クリーニング・ツールがハンドル部と着座状態で係合
している間にクリーニング・ツールのエンコーディング部によって動かされる。エンコー
ディング部検出装置は、有利的には、量及び／又は大きさの点でプローブ素子の移動又は
変位を検出する運動センサを含む。異なるクリーニング・ツールのエンコーディング部は
、クリーニング・ツールがハンドル部へ装着される間に、異なる大きさ、及び／又は、異
なる方向へプローブ素子を移動又は変位させるように、均一のエンコーディング部でもよ
く、或いは、異なるエンコーディング部でもよい。いくつかのプローブ素子が設けられて
いるので、個別のプローブ素子、又は、プローブ素子の異なる組合せは、クリーニング・
ツールの異なった配置のエンコーディング部によって作動させることができる。
【００２１】
　種々の構成が動き／変位センサに対して考えられる。動き／変位センサは、例えば、ラ
イトバリアの方式で光学的に作用してもよい。また、動き／変位センサは、エンコーディ
ング部によってプローブ素子に加えられた力を検出してもよい。好ましくは、上述のタイ
プの感知素子は、本例の場合には、間接的に作動されるアプリケーション、即ち、プロー
ブ素子を介して作動されるアプリケーションに用いられる。
【００２２】
　本発明の特に有利な実施形態では、プローブ素子は、クリーニング・ツールを駆動する
ためハンドル部に配置された駆動機構の駆動軸である。駆動軸は、長手方向に変位可能な
形式でハンドル部に取り付けてもよく、これにより、駆動軸は、クリーニング・ツールが
ハンドル部に着座されるときに、クリーニング・ツールのエンコーディング部によってあ
る量だけハンドル部の内部へ押し込まれる。プローブ素子として駆動軸を使用することに
より、ハンドル部の閉鎖に関して特別の付加的な準備の必要が無くなる。なぜならば、駆
動軸は必ず閉鎖されているからである。本実施形態では、アタッチメント、特に、ブラシ
・アタッチメントは、結合状態にあるとき、ハンドル部の所定の端部位置に固定されなけ
ればならない。これは、例えば、ハンドル部の結合シャンク内又は結合シャンク上に、溝
、突起などのような止め素子を設けることによって達成できる。この止め素子は、例えば
、装着されたクリーニング・ツールの管のような対応した合わせ素子と協働し、このよう
な協働によって、ブラシ・アタッチメントを精密に所定の位置だけでハンドル部に結合す
ることを保証する。この位置は、アタッチメントがこの所定の結合位置にあるときに、駆
動軸がハンドル部へ向かって軸方向に所定の量だけ変位するように選択される。この変位
は、例えば、スイッチなどを作動するために使用される。もちろん、このための前提条件
として、アタッチメントは、例えば、アバットメント、座面、作動素子として、駆動軸又
は駆動軸の自由端と位置が合う素子を含む。この素子は、ブラシ・アタッチメントをハン
ドル部に着座させ、ブラシ・アタッチメントを所定の端部位置へ動かすとき、駆動軸の所
定の軸方向変位を生じさせるので、この駆動軸の変位は、ハンドル部の内部に配置された
関連したスイッチ又はその他のセンサを駆動することが可能である。もし、ブラシ・アタ
ッチメントが、ハンドル部と共に使用するために適しているか又は共に使用することが許
容される互換性のある交換ブラシ又はその他の交換クリーニング・ツールであるならば、
この構成は、ハンドル部に結合されたブラシ・アタッチメントを検出するために同様に適
している。
【００２３】
　エンコーディング部として、クリーニング・ツールは、好ましくは、作用面を具備し、
特に、クリーニング・ツールがハンドル部に着座させられたとき、エンコーディング部検
出装置の係合面と係合又は接触するように構成・配置された加圧面、アバットメント、又
は、その他の作用面を具備し、前記面に所定の影響を与える。作用面及び係合面は、した
がって、相互作用する面を形成する。同じ係合面に異なる影響を与えるため、異なるエン
コーディング部の作用面が設けられ、例えば、係合面を大きい移動量又は小さい移動量で
動かす。更に、異なる係合面に作用させるため異なる作用面が設けられ、エンコーディン
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グ部を読み取らせることが可能になる。ハンドル部の係合面は、上述の感知素子に直接的
に設置してもよく、或いは、上述のようにプローブ素子、特に、ハンドル部の駆動軸に設
置してもよい。最後の例の場合、作用面は、好ましくは、クリーニング・ツールに設けら
れた駆動軸の駆動軸部に設けられる。このアレンジメントは、クリーニング・ツールとハ
ンドル部を結合するために設けられた既存の結合部を使用し、適切に変更を加えられた結
合部は、対応したクリーニング・ツールを検出し、これにより、専用の付加的な機械素子
の設置が不要になるので、特に有利である。クリーニング・ツールの結合部は、所定の影
響を、特に、所定の作動運動をハンドル部の結合部へ与えるため、作用面によって、作用
面の形で適切にエンコードされ、ハンドル部の結合部には、この目的のため、対応した係
合面が設けられる。
【００２４】
　本発明の他の有利な実施形態によれば、エンコーディング部検出装置は、非接触タイプ
である。このことは、汚染接触面、又は、頻繁な取り付け動作及び取り外し動作によって
生ずる損耗を原因とする誤動作を防止する点で有利である。
【００２５】
　本発明の更なる特徴によれば、ハンドル部は、クリーニング・ツールから、エンコード
された信号又はインターロック解除信号を受信する信号受信器を含んでもよい。ハンドル
部は、エンコードされた信号又はインターロック解除信号を返信することによって応答す
るクリーニング・ツールへ、問い合わせ信号若しくは作動信号を送信する信号送信器も具
備する。エンコードされた信号又はインターロック解除信号の送出は、磁石などの対応し
た信号送信器又は適切な代わりの部材によって能動的に行ってもよい。或いは、クリーニ
ング・ツール上で受動的な反射を行い、対応した信号のエンコーディング部又はインター
ロック解除信号を生成することも可能である。
【００２６】
　クリーニング・ツールのインターロック解除素子のエンコーディング部又は構成、及び
、対応したエンコーディング部の検出又はインターロック解除素子の検出は、更に様々な
方法で実現することができる。本発明の好ましい実施形態によれば、ハンドル部に装着さ
れた各々のクリーニング・ツールの磁気エンコーディング部又は磁気的に有効なインター
ロック解除素子を検出する磁気センサが設けられる。クリーニング・ツールの磁気エンコ
ーディング部又はインターロック解除素子の構成は、均一の、又は、別々の個数の磁性粒
子、若しくは、好ましくは、棒磁石若しくはその他の永久磁石などの小さい磁石を、クリ
ーニング・ツール自体、又は、クリーニング・ツールの一部分若しくは一部に、例えば、
国際公開第９９／２０２０２号パンフレットに記載されているような着色リング又はプロ
ファイル型リングに、導入することによって行われる。この国際公開第９９／２０２０２
号パンフレットは、参考のためそのまま本願の開示内容に組み込まれる。クリーニング・
ツールの磁石、即ち、磁界を検出するセンサは、異なる構成でも構わない。本発明の好ま
しい実施形態によれば、ハンドル部は、好ましくは、取り外し可能なクリーニング・ツー
ルとの結合領域の上部にホールセンサを具備し、このホールセンサは、各々のクリーニン
グ・ツールの磁気コーディング又はインターロック解除素子の１個の均一な磁石に対応し
た電気信号を提供する。本発明の更に好ましい実施形態によれば、ハンドル部は、装着さ
れたクリーニング・ツールの磁気エンコーディング部又は磁石によってデチューン（離調
）されたＬＣ発振器を具備し、ハンドル部のインターロックを解除する目的のため個々の
ユーザに割り当て可能な異なる周波数を供給する。
【００２７】
　本発明の別の有利な実施形態では、１個又は数個のリード接点がハンドル部に設けられ
、リード接点は、クリーニング・ツールがハンドル部に装着されているとき、特に個別に
作動される。作動された接点の組合せに応じて、インターロック解除信号が発生されるか
、或いは、発生されない。本発明の有利な実施形態によれば、ハンドル部に装着された各
個のクリーニング・ツールの光学的エンコーディング部を検出する光センサが設けられる
。光学的エンコーディング部として、カラーセンサによって識別されるカラーエンコーデ
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ィング部をクリーニング・ツールに設けてもよい。
【００２８】
　有利なことに、ハンドル部は、ハンドル部から出て、光信号を送出する１個又は数個の
光導波路を具備する。クリーニング・ツールへ送られた光信号は、ツールによってエンコ
ードされ、ハンドル部へ返され、ハンドル部は、対応した光導波路を用いて光信号を受信
し、対応したセンサへ光信号を送信し、対応したセンサ又は検出器を用いてこのエンコー
ドされた信号を受信し、変換する。このエンコーディングは、ハンドル部から延びる光導
波路の限定された遮断又は部分的な妨害によって行われる。その上、ハンドル部から出て
光導波路を通る光は、歯ブラシによって様々に反射され得る。インターロック装置は、反
射の強度に応じて停止状態にされ得る。
【００２９】
　本発明の他の好ましい実施形態によれば、容量エンコーディング部、即ち、装着された
各個のクリーニング・ツールのインターロック解除装置の有無を検出する容量センサが設
けられる。特に、ハンドル部は、２個以上のコンデンサ極板を含み、その容量は、クリー
ニング・ツールに準備された誘電体を導入することによって変えられる。クリーニング・
ツールのエンコーディングは、各個のクリーニング・ツール上の異なる誘電体部によって
行われる。特定の、又は、適合しているクリーニング・ツールは、容量の変化に応じて検
出可能である。
【００３０】
　検出装置の更なる有利な実施形態によれば、電気的エンコーディング部、即ち、装着さ
れた各個のクリーニング・ツール上のインターロック解除装置の有無を検出する電気的動
作センサが設けられる。クリーニング・ツールは、エンコードされた電気信号をハンドル
部へ、即ち、ハンドル部に設けられた信号受信器へ送信するので、それぞれのクリーニン
グ・ツールを識別できるようになる。ハンドル部は、最初に、問い合わせ信号をクリーニ
ング・ツールへ送信することも可能であり、問い合わせ信号はクリーニング・ツールによ
ってエンコードされ、次に、返信される。
【００３１】
　本発明の更なる特徴では、電磁波によって、装着された各々のクリーニング・ツールを
検出する送信装置又は無線装置が設けられる。特に、トランスポンダがクリーニング・ツ
ールと関連付けられる。ハンドル部は、最初に、トランスポンダへのエネルギー供給用の
電磁波を送出する。トランスポンダはエネルギーを蓄積し、個別の識別情報をハンドル部
の検出器へ返信し、検出器は識別情報を検出し、対応してクリーニング・ツールを識別し
、インターロックを解除する。
【００３２】
　したがって、クリーニング・ツールの固有な特徴には、磁気エンコーディング装置、電
気エンコーディング装置、光エンコーディング装置、容量エンコーディング装置、電磁気
エンコーディング装置、及び／又は、機械エンコーディング装置、或いは、インターロッ
ク解除素子が含まれる。別の固有な特徴には、歯磨き装置から信号を受信する信号受信器
、エンコードされた信号を歯磨き装置へ送信する信号送信器、及び、信号受信器と信号送
信器の間に挿入され、受信信号をエンコードするエンコーディング装置が含まれる。
【００３３】
　エンコーディング装置又はインターロック解除素子は、好ましくは、クリーニング・ツ
ールの残りの部分から取り外すため、又は、交換に適した独立した部品として構成される
。これにより、クリーニング・ツールの製造には、単一の金型しか必要ではない、という
利点が得られる。独立したエンコーディング装置を取り付けることにより、クリーニング
・ツールは、個別にエンコードされ、特定のタイプのハンドル部に割り当てることが可能
である。しかし、インターロック解除素子として構成されたエンコーディング装置は、旅
行中に、又は、適合しないクリーニング・ツールと組み合わされたときに、機器のスイッ
チが入ることを防止する安全インターロックの機能だけを実現することが望ましい場合に
は、クリーニング・ツールと一体化させてもよい。
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【００３４】
　エンコーディング装置は、好ましくは、クリーニング・ツールとハンドル部の間の接続
領域又は結合領域に配置される。これにより、ハンドル部の認識装置を用いて、エンコー
ディング部を簡単に読み取ることができ、即ち、インターロック解除素子を容易に検出で
きる。特に、エンコーディング装置は、ハンドル部に近い方のクリーニング・ツールの端
部に配置されたリングに一体化してもよい。リングは、特に、確実な係合によってクリー
ニング・ツールへスナップ式にはめ込むことができる。様々な構成の認識装置が、単独で
、或いは、組み合わされて設置される。同様に、様々な構造のエンコーディング装置がク
リーニング・ツールに設置される。
【００３５】
　ハンドル部に対し、不慮のスイッチ作動、及び、適合しないクリーニング・ツールの不
適切な使用を防止するだけではなく、クリーニング・ツールのエンコーディング部と、ハ
ンドル部によるエンコーディング部の検出は、更なる機能を実現するため有利に利用され
る。本発明の更なる態様によれば、ハンドル部は、検出された各々のクリーニング・ツー
ルに応じて、歯磨き装置の１個、又は、好ましくは数個の機能を制御する。ハンドル部の
各ユーザが自分専用のクリーニング・ツールを保有している場合、特に、ハンドル部の制
御装置は、クリーニング・ツール上の検出されたエンコーディング部を参照することによ
り、現時に歯磨き装置を使用しているユーザが誰であるかを自動的に確定する。ユーザ側
では、例えば、ボタンを押すようなことによって、現在のユーザを歯磨き装置に通知する
必要がない。個々のユーザへの適応は自動的に行われる。このため、ユーザにとって最大
限の使い勝手の良さが得られる。
【００３６】
　特に、本発明の更なる特徴によれば、制御装置は、ブラッシング頻度、ブラッシング速
度及びブラッシング時間若しくは閾値、又は、望ましい加圧レンジのような動作パラメー
タを指定された個々のユーザに自動的に適応させることができる。種々のユーザプロファ
イルを設定、蓄積することが可能であり、ブラッシングの開始時に、使用されるクリーニ
ング・ツールのエンコーディング部が検出され、対応したユーザが確定された後、ユーザ
プロファイルの中の一つが制御装置によって使用される。このため、エンコーディング部
検出装置は、対応した信号を制御装置へ発する。電動歯ブラシが使用される場合、例えば
、子供がユーザであるとき、モーター速度は、大人用のユーザ速度から低下させることが
可能であり、これにより、より穏やかなクリーニング動作が子供のために行われる。更に
、制御装置は、エンコーディング部検出装置からの信号に応じて、識別されたユーザに従
ってタイマーの間隔を変更でき、例えば、子供用に２分間のタイマーをセットし、大人用
に３分間のタイマーをセットする。子供用の曲と大人用のブザーを選択することなどによ
り、タイマー信号のタイプを変更することも可能である。
【００３７】
　本発明の更なる特徴によれば、ブラッシング頻度、ブラッシング速度、ブラッシング時
間、ブラッシング動作間の時間間隔、又は、加圧力のようなユーザ指定データは、検出装
置からの対応した信号に応じて自動的に、例えば、ディスプレイ上で、蓄積、処理、及び
、指定することも可能である。このことによっても、ユーザにとっての使い勝手の良さが
改良される。
【００３８】
　ハンドル部は、使用中のクリーニング・ツール又はそのエンコーディング部を参照する
ことにより、個々のユーザを、検出、即ち、識別する。各ユーザは、自分専用のクリーニ
ング・ツールが割り当てられる。この目的のため、それ以外の場合では同一構造でもよい
クリーニング・ツールは、ユーザ固有のエンコーディング素子を含む。
【００３９】
　使用されるクリーニング・ツールのタイプに依存して特定の機能制御が行われる。例え
ば、ハンドル部の動作パラメータは、硬い又は柔らかいのような具体的な特性を備えたブ
ラシ・アタッチメントが使用されるとき、自動的に変更される。同様に、例えば、歯間ク
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リーニング・ツール、歯茎マッサージ用ツール、又は、タン・スクレイパーのような様々
なタイプのクリーニング・ツールがハンドル部に装着されるとき、他の動作プログラムが
実行される。回転速度、所望のクリーニング時間、駆動運動、クリーニング頻度、クリー
ニング速度、加圧閾値などは、個別の、及び／又は、人的に交換可能なクリーニング・ツ
ールに応じて適切に適応させられる。
【００４０】
　更に、個別のクリーニング若しくはブラッシングのツール又はレフィルを間違いなく識
別すると、例えば、特定のクリーニング・ツールの履歴、特に、過去の使用時間を評価す
ることにより、その損耗状態を正確に確定することが可能である。化学的添加物を含むク
リーニング・ツールが使用される場合、その使用期限がエンコーディング部に隠れた製造
日付によって識別できる。予め決められたクリーニング間隔又はメンテナンス間隔を知ら
すことも可能である。
【００４１】
　要約すると、本発明の要旨は、以下のように、特許請求の範囲における語句表現とは無
関係に、表されるであろう。インターロック装置を停止状態にするためのクリーニング・
ツールのインターロック解除素子は、ハンドル部の交換ブラシの有無だけを検出できるよ
うなエンコーディング部検出装置の最も簡単な構造において構成することができる。この
ために、例えば、作用部材がブラシに配置され、ハンドル部に設けられた反応部材と協働
して、クリーニング・ツールとハンドル部が結合状態であるとき、反応部材が作用部材か
ら信号を受信し、例えば、インターロック装置を停止状態にさせ、これにより、ハンドル
部、したがって、クリーニング・ツールを駆動機構によって動作状態にセットすることが
できる。これは、作用部材を含むクリーニング・ツールが上述のようにハンドル部に結合
されていないときに、ハンドル部が動作することを防止するためのハンドル部用のトラベ
ル安全装置の簡単な設計である。したがって、トラベル・インターロックを作動させるた
めには、ハンドル部からクリーニング・ツールを取り外すだけで十分である。例えば、ハ
ンドル部のオンオフスイッチ、又は、その他の装置をロックするための更なるステップは
不要である。このような作用部材を、結合状態でハンドル部の反応部材と協働若しくは連
動するクリーニング・ツールに配置することは有用であり、ハンドル部が適合しないクリ
ーニング・ツールと動作することは妨げられる。なぜならば、製造元は、このような適合
しないクリーニング・ツールには、ハンドル部の反応部材と連動し得る作用部材を取り付
けないからである。このことは、エンコーディング部検出装置を最も簡単な形式で表現し
、それは、非常に単純な構造であり、クリーニング・ツールがハンドル部に結合されてい
るかどうか、又は、適合しているクリーニング・ツールがハンドル部に結合されているか
どうかに関する決定だけを許容する。
【００４２】
　例外的な状況では、例えば、磁石などの作用部材は、典型的にクリーニング・ツールに
設けられ、エンコーディング装置は、別個の取り扱い可能な独立部品としてエンド・ユー
ザが利用可能であるか、或いは、エンコーディング装置がハンドル部自体に設けられる。
このアプローチは、例えば、エンド・ユーザがインターロック装置付きのハンドル部を既
に所有しているが、インターロック解除素子又はハンドル部若しくは握り部のインターロ
ックの解除用の作用素子が取り付けられていないブラッシング・ツール又はクリーニング
・ツールの家庭用備品がある場合に推奨される。これらの典型的に旧来の交換用クリーニ
ング・ツールが最新の握り部と機械的に適合しているが、ハンドル部に設けられたインタ
ーロック装置と連動、或いは、インターロック装置を解除するために適したインターロッ
ク解除素子を備えていない場合には、これらの交換用クリーニング・ツールの利用性を確
保するために、重要なアプローチは、エンド・ユーザがインターロック解除素子、又は、
作用部材を個別に取り扱うことができる部品として入手できるようにすることであり、こ
れらの例外的な状況に備えるため、インターロック解除素子を留めるハンドル部の締め付
け装置が設けられる。これにより、例えば、エンド・ユーザは、このインターロック解除
素子、又は、作用部材を、インターロック装置を具備したハンドル部又は握り部に、ハン
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ドル部の反応部材の領域におけるハウジングの外部から、直接的に留めることができ、こ
のような特殊又は例外的なケースでは、クリーニング・ツールではなくハンドル部自体に
作用部材を配置することにより、ハンドル部のインターロック装置を停止状態にさせるこ
とができる。その結果として、ハンドル部は、機械的に適合しているが、インターロック
装置と連動するインターロック解除素子又は作用部材が取り付けられていないクリーニン
グ・ツールと共に動作可能である。この解決策は、コスト的な理由から、例えば、ハンド
ル部又は握り部と適合しているか、又は、機械的に合っている交換用クリーニング・ツー
ルのすべてがインターロック解除素子、エンコーディング装置、又は、作用部材などを具
備しているとは限らない場合にも検討される。もちろん、ユーザがインターロック解除素
子をハンドル部に直接的に締め付ける解決策は例外的な状況であり、原則として、インタ
ーロック解除素子は、ブラシ部又はクリーニング部に設けられるべきであることが理解さ
れよう。特に、インターロック解除素子が、磁界に応答するハンドル部又は握り部の反応
部材と関連した磁界影響部材である場合、この例外的なケースに推奨される解決策は、ハ
ンドル部の駆動軸の磁化を伴う。ハンドル部の駆動軸は、ハンドル部のインターロック装
置の解除のため、又は、反応部材の領域の適当な場所でハンドル部に付着する磁気粘着性
ストライプなどを設けるため、典型的に、反応部材に近接させて配置される。このアプロ
ーチも、インターロック装置の解除を可能にさせ、インターロック解除素子を含まない適
合したクリーニング・ツールとハンドル部又は握り部との動作を可能にさせる。
【００４３】
　更に、エンコーディング部検出装置は、クリーニング・ツールの結合によって、クリー
ニング・ツールの区別の小数の可能性を考慮できるように構成してもよい。最初に説明し
たエンコーディング部検出装置は、例えば、肯定と否定の決定だけを、即ち、適合してい
るクリーニング・ツールがハンド部に結合されているか否かに関する決定を行うが、例え
ば、２種類、４種類、又は、６種類のクリーニング・ツールのエンコーディング部を区別
することができる修正されたエンコーディング部検出装置は、トラベル安全機能の他に更
なる機能を組み込むことが可能である。したがって、例えば、ハンドル部は、大人用に設
計された歯ブラシ（硬い毛）、又は、子供用に設計された歯ブラシ（軟らかい毛）のどち
らがハンドル部に結合されているか、歯間クリーニング装置が歯ブラシの代わりに使用さ
れているかどうかを識別することが可能であり、又は、他のパラメータを区別することも
可能である。状況次第では、検出されたエンコーディング部は、例えば、回転速度、又は
、希望ブラッシング時間などのような駆動装置の速度の制御を含む駆動装置用の制御装置
の個別作動のためにも使用され得る。小数の（約２から約１０通りの）区別の可能性を伴
うエンコーディング部又はエンコーディング部検出装置が設けられたとしても、無数の市
販されているクリーニング・ツールから個々のクリーニング・ツールを識別することは可
能ではない。これらの限定された区別の可能性によって、せいぜい特殊なタイプのクリー
ニング・ツール（ハンドル部へのアタッチメントとして構成された子供用歯ブラシ、大人
用歯ブラシ、歯間ブラシ、デンタルフロス装置）を区別できるだけであり、小数の人別に
関連したクリーニング・ツール又はブラッシング・ツールを区別できるに過ぎない。
【００４４】
　製造元によって生産され、適合部品としてハンドル部へ結合するように適した各個人の
クリーニング・ツールを、エンコーディング部検出装置を用いて区別することが望まれる
とき、約１０6乃至約１０12の多数の可能性を考慮する必要がある。この目的のためには
、トランスポンダ又は類似した電子装置が典型的に使用される。この場合、製造元によっ
て供給され、ハンド部へ結合された個別のクリーニング・ツールの区別を行うことができ
る。より簡単なエンコーディング部に関して説明した可能性の他に、例えば、ツール履歴
を評価することによって、より正確にクリーニング・ツールの損耗の程度を決定する能力
のための前提条件が与えられる。化学的添加物を含む交換クリーニング・ツールが使用さ
れる場合、エンコーディング部に指定された製造日付は、使用期限を識別することを可能
にさせ、或いは、クリーニング・ツールの所定のクリーニング間隔又はメンテナンス間隔
を知らせたり、遵守させたりすることが可能である。
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【００４５】
　クリーニング・ツールのエンコーディング部とエンコーディング部検出装置の容易さや
複雑さとは無関係に、これらのエンコーディング部の各々は、特に、適合しているクリー
ニング・ツールをハンドル部から取り外し、これにより、ハンドル部の動作を阻止して、
トラベル安全機能を提供するため適している。ハンドル部を動作状態にセットすることも
同様に、クリーニング・ツールが第１の場所にエンコーディング部又はインターロック解
除素子を持たない場合、設計の簡単さや複雑さとは無関係に、これらのエンコーディング
部のうちの一つを用いて妨げられる。エンコードされていないクリーニング・ツール又は
インターロック解除素子を具備していないクリーニング・ツールがハンドル部に結合され
た場合、ハンドル部に設けられた反応部材、送信器、受信器、又は、類似した装置は、適
合していないクリーニング・ツールに設けられていない作用部材、送信器、受信器、トラ
ンスポンダ、又は、類似した装置と連動できないので、適合しているけれどもハンドル部
に結合されていないクリーニング・ツールの場合と同様に、この適合していないクリーニ
ング・ツールの有無はハンドル部では認識されず、その結果として、ハンドル部は、イン
ターロック解除素子が存在しないこと、及び、インターロック装置の起こり得る解除が伴
わないことに起因して、動作状態にセットされない。
【００４６】
　電動歯ブラシ装置のクリーニング・ツールのエンコーディング部又はハンド部のエンコ
ーディング部検出装置の構造の基本的に最も簡単な形式において注意すべき点は、ハンド
ル部のエンコーディング部検出装置が、適切な、即ち、適合したクリーニング・ツールが
ハンドル部に結合されているかどうかを認識するための位置にあるということを保証する
ことだけである。このような適切な、即ち、適合したクリーニング・ツールがハンドル部
に結合されていない場合、ハンドル部は動作状態にセットすることができない。なぜなら
ば、クリーニング・ツールは、ハンドル部に設けられたインターロック装置の解除に適し
た関連したインターロック解除装置を具備していないからである。これに対して、インタ
ーロック解除素子又は適切なエンコーディング部を具備している適合したクリーニング・
ツールがハンドル部に結合されたとき、ハンドル部のオンオフスイッチの作動よりも遅れ
ることなく、適切なエンコーディング部又はインターロック解除素子の存在がハンドル部
の検出装置を用いて検出され、インターロック装置の解除が行われ、ハンドル部が動作状
態にセットされるので、クリーニング端部、例えば、クリーニング・ツールのブラシ・ヘ
ッドは、ハンドル部の駆動機構によって動作状態にセットされる。
【００４７】
　その限りにおいて、本発明は、ハンドル部と、例えば、ブラシ・アタッチメントなどと
してハンドル部に装着又は結合するために適合したクリーニング・ツールと、を有する電
動歯磨き装置、又は、電動歯ブラシ装置の動作方法に関する。ハンドル部及びクリーニン
グ・ツールは、結合状態において相互に連動し、クリーニング・ツールがハンドル部に結
合されているかどうか、及び／又は、ハンドル部に結合されたクリーニング・ツールがハ
ンドル部に適合したクリーニング・ツールであるかどうかを検出するための位置に置かれ
た装置がハンドル部に設けられる。クリーニング・ツールがハンドル部に結合されていな
い場合、この情報は、例えば、ハンドル部に設けられたオンスイッチを用いて行われるハ
ンドル部の電動駆動装置の作動を抑止するため使用される。これは、例えば、ハンドル部
のインターロック装置によって達成される。したがって、ハンドル部に結合若しくは装着
されていないクリーニング・ツールによってハンドル部を動作状態にセットすることはで
きないので、満足できるトラベル安全装置が実現される。この方法の固有の更なる特徴は
、クリーニング・ツールがインターロック解除素子を具備し、このインターロック解除素
子は、ハンドル部に設けられた検出装置に、クリーニング・ツールがハンドル部に結合さ
れていること、並びに、インターロック装置が、電動駆動装置のスイッチを入れることに
より歯磨き装置を動作状態にセットするため解除可能、即ち、取消可能であること、を通
知する。しかし、クリーニング・ツールがこのようなインターロック解除素子を具備して
いない場合、クリーニング・ツールとハンドル部が結合状態であるとしても、ハンドル部
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の駆動装置は作動され得ない。なぜならば、クリーニング・ツールにインターロック解除
素子が存在しない場合、ハンドル部と適合していないクリーニング・ツールが含まれてい
る、と仮定せざるを得ないからである。
【００４８】
　この方法の更なる実施形態は、人的に関連した基準、クリーニング・ツールに関連した
基準、又は、同様の基準でハンドル部に結合される、異なるクリーニング・ツールをエン
コードし、ハンドル部又は握り部に、対応したエンコーディング部検出装置を介して、ク
リーニング・ツール又は適合したクリーニング・ツールの結合状態又は非結合状態だけで
はなく、使用されるクリーニング・ツールのタイプ又はクリーニング・ツールを使用する
個人を通知するステップを有し、その結果として、対応したパラメータ、又は、ハンドル
部の動作パラメータは、人的に関連したデータ、及び／又は、クリーニング・ツールに関
連したデータとしてセット又は蓄積することができる。これらの個別のアプローチは、装
置の説明の範囲内で詳細に説明され、本発明に本質的な特徴としてこの方法に関連してい
る。本発明の範囲内で、インターロック装置とエンコーディング部検出装置又は認識装置
という用語は同義語として使用され、インターロック解除素子とエンコーディング装置又
はエンコーディング素子という用語は同義語として使用され、個々の場合に、本発明の範
囲から逸脱することなく置き換えて使用可能であることが理解されよう。
【００４９】
　本発明の更なる目的、効果、特徴、及び、適用可能性は、以下の添付図面に例示された
実施形態の説明から明らかになるであろう。例示によって記述及び／又は表現された特徴
は、単独で使用されているか、又は、意味のある組合せとして使用されているかを問わす
に、特許請求の範囲の要約又はそれらの後方参照とは無関係に、本発明の対象を形成する
ことが理解されよう。
【００５０】
　図示された電動歯ブラシは、とりわけ図２に示されるように、従来技術で知られた方式
で、電動モーター２３と、底に設けられた充電モジュール２５を介して充電ステーション
に結合するために適応している蓄電池２４と、印刷回路基板又はマイクロプロセッサを含
む制御装置２７と、を収容する閉鎖ハウジング２６を備えたハンドル部１を有する。ハン
ドル部１の端部には、ブラッシング・ツール又はクリーニング・ツールとして機能する種
々のブラシ・アタッチメント２を着座させることができる。結合装置３を用いることによ
り、ブラシ・アタッチメント２は、電動モーターの駆動運動をブラシ・アタッチメント２
のブラシ・ヘッド４へ伝達するため、ハンドル部１へ機械的に結合される。１個若しくは
数個の部品又は構成要素から構成される結合装置３は、クリーニング・ツール本体をその
適切な場所に配置する能動的又は摩擦性の係合素子と、駆動装置の駆動運動をブラシ・ア
タッチメントのブラシ・ヘッド４へ伝達する駆動カップリングと、を含む。ハンドル部１
の端部から突出しているのは、従来技術において同様に知られた方式で、歯車装置２９を
介して駆動モーター２３によって駆動されるように適合した駆動軸２８である。駆動軸２
８は、クリーニング・ツール２に配置された駆動軸の相補的な結合部との能動的又は摩擦
性の係合によって受容されるように適合した結合部３０を有するので、駆動運動が伝達さ
れ、ブラシ・アタッチメントのブラシ・ヘッド４は、往復、回転、振動などの方式で駆動
することができる。
【００５１】
　制御装置２７は、適合したブラシ・アタッチメント２がハンドル部１に装着され、ハン
ドル部１が動作のため駆動装置を解除するまで、ハンドル部の駆動装置の動作を阻止する
電子インターロック装置１００を含む。この電子インターロック装置１００の重要な点は
、ブラシ・アタッチメント２に設けられたエンコーディング部又はインターロック解除素
子７である。
【００５２】
　装着されたときにブラシ・アタッチメント２を識別するため、ハンドル部１には、エン
コーディング部検出装置５又はインターロック解除素子７の有無を検出する装置が設けら
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れる。この装置又はエンコーディング部検出装置５からの信号に応答して、制御装置２７
は、動作のため駆動装置を解除したり、解除しなかったりする。
【００５３】
　図３によれば、ホールセンサ６は、ブラシ・アタッチメント２上の磁気エンコーディン
グ部７を読み取るため、即ち、識別するためハンドル部１の結合端部に設けられる。磁気
エンコーディング部７は、国際公開第９９／２０２０２号パンフレットに開示されている
ようなスリップオン式リング８、又は、プロファイル型リング１０２により形成され、ブ
ラシ・アタッチメントの結合端部に設けられる。スリップオン式リング８は、永久磁石若
しくは同様の磁性体、或いは、カラーに応じて、異なる個数の磁性粒子、若しくは、個数
、帯磁方向、及び／又は、磁界強度が異なる磁性体を含有する様々なカラーで入手できる
。図４に示されるように、スリップオン式リング８又はプロファイル型リング１０２は、
有利的には能動的な係合によって、ブラシ・アタッチメントの本体の適切な場所に配置さ
れ、特に、スナップ式でその場所に取り付けられる。この接続は、リング８又はプロファ
イル型リング１０２が、ブラシ・アタッチメントの本体に対してある所定の方向だけでブ
ラシ・アタッチメントの本体に締め付けることができるように構成される。ハンドル部１
のホールセンサ６は、磁性体、磁性粒子の個数、又は、磁性体の配置と相関する信号を供
給する。この信号の値は、各ブラシ・アタッチメントに固有の特性があり、ハンドル部１
の制御装置による更なる処理に適している。スリップオン式リング８のカラーは、どのブ
ラシ・アタッチメント２がどのユーザに割り当てられているかを簡単に覚えることができ
るようにさせる。
【００５４】
　図４に示されるように、磁気エンコーディング部７及びホールセンサ６は、それぞれ、
ブラシ・アタッチメント及びハンドル部の結合端部に設けられ、有利的には、正確な検出
が実現できるように互いに対向させられる。
【００５５】
　更なる図面に例示されるような更なる実施形態による電動歯ブラシは、基本的に、図１
及び２に例示された歯ブラシと同様に構成されるので、同じ構成部品には同じ参照番号が
与えられ、以下の説明は、ブラシ・アタッチメント２のエンコーディング部７と、ハンド
ル部１上の対応したエンコーディング部検出装置５の異なる実施形態だけを取り扱う。
【００５６】
　図５及び図６に例示されている電動歯ブラシでは、ブラシ・アタッチメント２は、同様
にスリップオン式リング８を具備し、スリップオン式リングは、様々なカラーで入手可能
であり、カラーに依存して個数が異なる磁性粒子を含有する。ブラシ・アタッチメント２
の磁気エンコーディング部を検出するため、認識装置５は、ハンドル部１の結合端部に設
けられたＬＣ発振器９を含み、ＬＣ発振器はブラシ・アタッチメント２の磁性材料によっ
てデチューンされるので、ブラシ・アタッチメントに割り当てることができる、異なる周
波数を供給する。対応した周波数信号は、インターロック装置１００を停止状態にさせる
ため、又は、更なる動作パラメータをセットするため、又は、ユーザ固有のデータを処理
し指示するため、ハンドル部１の制御装置によって更に処理される。
【００５７】
　図６に示されるように、ＬＣ発振器は、コイル３１及びコンデンサ３２を含み、コイル
及びコンデンサは共にハンドル部の結合端部に設けられる。コイルは端部に直接的に配置
される。コイルは、ハンドル部シャーシの段部などに取り付けてもよい。コンデンサは、
エンコーディング・リング８に面するコイルの下側に配置される。これにより、エンコー
ディング部を正確な精度で検出できる。
【００５８】
　図７及び図８は、磁性材料が、ブラシ・アタッチメント２のスリップオン式リング８の
、周辺上の所定場所だけに設けられている電動歯ブラシの更なる実施形態を示す図である
（図７ａを参照）。認識装置５は、結合装置３に近い方のハンドル端部側でハンドル部１
に並べられたリード接点１０（図８を参照）を含む。ブラシ・アタッチメント２がハンド
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ル部１の座へ降ろされるとき、リード接点１０の所定の作動がスリップオン式リング８の
磁気エンコーディング部に従って行われる。作動された接点の組合せに応じて、特定のブ
ラシ・アタッチメントが識別できる。ここでも、スリップオン式リング８は、着色リング
であり、ユーザは、自分に割り当てられたブラシをより簡単に見分けることができる。リ
ード接点の強化された応答に対し、磁性リング８又はプロファイル型リング１０２と、リ
ード接点１０は、それぞれの端部が相対的に対向して配置される。
【００５９】
　図９～図１２は、ブラシ・アタッチメント２が光学的に検出される電動ブラシの好まし
い有利な実施形態を示す図である。認識装置５は、ハンドル部１内に、１個又は数個の光
導波路１１を含み、この光導波路は、ハンドル部の結合端部から出て行き、ブラシ・アタ
ッチメント２によって明確に遮られるか、又は、部分的に妨げられる。ブラシ・アタッチ
メント２は、光導波路１１から放出された光信号をエンコードされた形式でハンドル部１
へ戻す。エンコードされた光信号は、光導波路１２を通ってセンサ１３へ向けられ、セン
サは、光が戻されたかどうか、及び／又は、戻された光の強度を検出し、対応した認識信
号を発して、ブラシ・アタッチメントを識別し、及び／又は、インターロック装置１００
を作動させる。光信号をエンコードし、戻すため、ブラシ・アタッチメント２は、好まし
くは、同様にカラー付けされたスリップオン式リング８を具備し、対応した光導波路が底
に設けられる（図９ａを参照）。更なる変形によれば、光導波路１１を通ってハンドル部
１から放出された光は、ブラシ・アタッチメント２、又は、対応してエンコードされたス
リップオン式リング８によって個別に反射される。反射の強度に依存して、特定のブラシ
・アタッチメントを識別することができる。
【００６０】
　図１０及び図１１は、ブラシ・アタッチメントの光学的エンコーディング部と、ハンド
ル部１による対応したエンコーディング部の検出を伴う図９の歯ブラシの有利な変形を例
示する図である。ハンドル部１の結合端部には、光送出器３３が直接的に設けられ、円周
方向にオフセットした位置に光検出器３４が設けられ、光検出器３４は、ハンドル・ハウ
ジング２６の端部に設けられた光出射開口３５及び光入射開口３６を介して、結合された
ブラシ・アタッチメント２へ向けられる。光出射開口及び光入射開口は、ハウジング２６
の閉鎖構造を実現するため、透明材料によって閉じても構わない。送出器３３及び検出器
３４は、共に、ハンドル部１の制御及び評価装置２７に接続される。図１１に示されるよ
うに、ブラシ・アタッチメント２のスリップオン式リング８は、送出器３３によって送出
された光を、光入射開口３８を介して、受け取る光導波路３７を収容し（図１０を参照）
、光導波路は、光をエンコードし、スリップオン式８の光出射開口３９を介して、光をハ
ンドル部の検出器３４へ戻す。光は、様々な方法でガイドすることができ、特に、反射に
よりガイドしてもよい。この場合、光導波路は、反射器として構成される。光検出器によ
って発せられた信号は、装着された特定のブラシ・アタッチメントを識別するためハンド
ル部１の制御装置によって評価される。光導波路３７は、ほぼ弓状の構造で、スリップオ
ン式リング８内で延びる（図１１を参照）。エンコーディング部の可能性を高めるため、
多数の光処理装置を設置してもよい。図１１には、第２の光導波路４０が示されている。
エンコーディング部は、多数の光検出器の中から、対応した光導波路が受け取った光を返
す特定の１個を選択することにより形成される。エンコーディングは、受け取った光を様
々の方法で変更若しくは処理する光導波路、特に、受け取った光を異なる強度で反射する
光導波路によっても実行される。この光は、次に、光検出器によって対応した信号に変換
される。
【００６１】
　図１２は、光学的エンコーディング部の更なる変形を示す図である。光送出器４１及び
光検出器４２は、一体的な構成部品として構成される。隔壁４３は、好ましくは、光入射
開口と光出射開口を相互に隔離するため設けられる。光は、特に、様々の大きさの反射に
よってエンコードされる。
【００６２】
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　図１３及び図１４に示された電動歯ブラシの実施形態は、着色スリップオン式リング８
が結合装置３の近くでブラシ・アタッチメント２の端部に固定されている点で上述の実施
形態に類似している。ハンドル部１は認識装置５を含み、カラーセンサ１５は、ハンドル
部１の結合端部に配置され、着色スリップオン式リング８の方向へ向けられている。カラ
ーセンサ１５は、スプリングオン式リング８のカラーを検出し、ブラシ・アタッチメント
、又は、歯ブラシのユーザを判定することできる。都合のよいことには、ブラシ・アタッ
チメントがハンドル部１に着座するとき、カラーセンサは、ハンドル部１の結合端部に直
接的に配置され、リング８の方向へ向けられる。
【００６３】
　図１５、図１６及び図１７は、ブラシ・アタッチメント２が機械的に認識される電動歯
ブラシの実施形態を示す図である。ブラシ・アタッチメント２の端部の着色スリップオン
式リング８は、個別に成形されたエンコーディング本体であり、エンコーディング本体は
、好ましくは、リブの形式の突起１６、又は、溝の形式の凹部を備えている。本発明の一
実施形態によれば、成形された本体は、ブラシ・アタッチメントの端部から、特に、基本
的にブラシ・アタッチメントの長手軸と平行に突起として延びる。対向するハンドル部１
の端部には、機械的接点１７の形式の弾性変形可能な感知素子が設けられ、機械的接点は
、ブラシ・アタッチメント２、即ち、スリップオン式リング８上の突起によって個別に限
定的に作動されるので、対応したブラシ・アタッチメント２は、作動された接点の組合せ
に応じて識別される。成形されたエンコーディング本体１６は、この目的のため、ブラシ
・アタッチメントがハンドル部上に着座されたときに感知素子を所定の量だけ押し下げる
ように、並べられ、向きを定められ、及び／又は、構成された作用面又は加圧面を備えて
いる。感知素子は、押し下げ量に応じた信号、最も簡単な場合には、感知素子の端部に設
けられた接点部の接触にオンオフ信号を発生する。機械的接点１７の作動は、好ましくは
、電気的に検査できる。機械的接点１７を覆い、機械的接点を周囲から遮断するため、柔
らかい膜１８をハンドル部１の端部で機械的接点１７の上に被せてもよく、この膜を介し
て、機械的接点１７は突起１６によって作動される。これを実現するため、ハウジング２
６は、硬いプラスチック材料及び柔らかいプラスチック材料から加工された２成分の射出
成形部品でもよい。
【００６４】
　図１８～図２０は、ブラシ・アタッチメント２が検出された、即ち、無線信号を用いて
識別された電動歯ブラシの更なる実施形態を示す図である。ブラシ・アタッチメント２は
、接着によってブラシ・アタッチメント２へ、又は、ブラシ・アタッチメント２の上へ結
合されるトランスポンダ１９を、スマートラベルと呼ばれるラベルの形として具備する（
図１９を参照）。有利なことに、トランスポンダ１９は、ブラシ・アタッチメント２の端
部の着色スリップオン式リンク８に収容してもよい（図１８ａ及び２０を参照）。ハンド
ル部１には、トランスポンダ１９に合わされた検出器２０が設けられ、検出器は信号送信
器と信号受信器の両方の役目を果たす。コイル４５を介して、ハンドル部１の検出器２０
は、最初に、トランスポンダ１９又はそのマイクロチップに電力を供給するため、トラン
スポンダ１９に接続されたコイル４４へ電磁波を送出する。トランスポンダは、エネルギ
ーを蓄積し、特定の識別情報を検出器２０へ返信し、検出器は前記識別情報を受信し、そ
の電子評価装置４６を用いて識別情報を識別し、対応した信号をハンドル部１の制御装置
２７へ送信する。コイル４４及び４５は、この場合、送信器と受信器の両方の機能を果た
す。好ましい実施形態では、これらのコイルは、ブラシ・アタッチメント２の端部とハン
ドル部１の端部に、相対的に対向させて配置される（図２０を参照）。トランスポンダ１
９によって返信された識別情報は、ブラシ・アタッチメント２を識別することができる。
【００６５】
　図２１、図２２、図２３に示された電動歯ブラシの実施形態では、ブラシ・アタッチメ
ント２の識別は容量的に行われる。ハンドル部１には、２個又は数個のコンデンサ極板２
１が設けられ、コンデンサ極板２１によって形成されたコンデンサの容量を変えるため誘
電体２２をコンデンサ極板間に挿入可能である。誘電体２２は、ブラシ・アタッチメント
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２の端部に設けられ、特に、ブラシ・アタッチメント２にはめ合わせ得るスリップオン式
リング８の一部でもよい。誘電体部２２は、好ましくは、ブラシ・アタッチメントの長手
軸とほぼ平行に延在し、特に、その周囲面にほぼ平行に延在する。ハンドル・ハウジング
２６の周辺面には、端部へ向かって開いた識別情報部４７が設けられ、この識別情報部は
、ブラシ・アタッチメントがハンドル部１に結合されているときに、ブラシ・アタッチメ
ントの誘電体部２２による係合に適した長手方向に平行な溝の形を備えている。コンデン
サ極板２１は、参照される識別情報部の両側でハウジング２６の内部に設けられるので、
誘電体はコンデンサ極板の間に位置するようになる。異なる誘電体を使用することにより
、ブラシ・アタッチメント２を個別にエンコードすることが可能になる。異なる誘電体に
よる容量又は容量変化に依存して、対応したブラシ・アタッチメント２を識別できる。数
個のコンデンサを伴う構造の場合、エンコーディングは、その構造及び／又は誘電体の個
数によって達成可能である。当然、コンデンサの容量は、コンデンサ極板２１の間の距離
の変化によっても変えることができ、コンデンサ極板間の距離の変化はコンデンサに作用
する機械的素子をブラシ・アタッチメント２に設けることによって達成される。
【００６６】
　図２４及び図２５は、ブラシ・アタッチメントが機械的にエンコードされ、即ち、その
形状によってエンコードされ、このエンコーディング部が機械的に検出される本発明の特
定の実施形態を示す図である。ブラシ・アタッチメントのエンコーディング部は、ブラシ
部の動力伝達部４９をハンドル部の駆動軸２８と、より厳密には、ハンドル部の結合部３
０と結合するため使用されるブラシ・アタッチメントの結合部４８の一部分である。図２
５に示されるように、ブラシ・アタッチメントの本体は、ハンドル部１のブラシ・マウン
ト５０に正確に合わせて着座させられるので、ブラシ・アタッチメントは、ハンドル部１
の所定の位置に置かれる。止め突起部及び対応した凹部を用いて、ブラシ・アタッチメン
トは、例えば、ハンドル部と、即ち、ハンドル部のブラシ・マウントと確実な係合をする
ことにより、正しい位置に固定される。軸方向固定は、摩擦性係合によっても達成できる
。ブラシ・アタッチメントがそのマウントへ押し付けられるとき、動力伝達部の結合部４
８及び３０は、相互にかみ合って係合する。結合部は、軸のスタブと、対向した軸端部の
、止まり穴の形の相補的な凹部と、により形成されるので、軸のスタブを止まり穴型の軸
穴の内側に正確に合わせることが可能である。トルク伝達は、好ましくは、確実な係合に
よって行われる。
【００６７】
　結合部は、相補的な一致する面５１及び５２を有し、好ましくは、駆動軸２８上の平坦
部と、ブラシ・アタッチメントの駆動軸部５４の凹部５３の対応した穴交差面の形式の面
を有する。スプライン・プロファイル、即ち、スプライン状の軸プロファイルがトルク伝
達のため設けられる。
【００６８】
　ブラシ・アタッチメント、特に、結合部４８は、エンコーディング部として、作用面５
５を有し、作用面５５は、結合状態では、ハンドル部１上の、特に、駆動軸２８の結合部
３０上の関連した係合面と係合する。作用面５５と係合面５６は、所定の相互作用が結合
状態にあるこれらの二つの面の間で生じるように結合する。特に、作用面５５は係合面５
６に所定の圧力を加えるように並べられ位置合わせされる。作用面５５の構造を読み取る
か、又は、走査するため、関連した係合面５６は可動プローブ素子の上に形成され、相互
作用として所定のプローブ素子の移動を生じさせる。力を検出することも可能であるが、
移動の方が非常に簡単に検出できることが理解されよう。異なった作用面５６の構造は、
プローブ素子の関連した係合面５６の異なる動きに変換される。
【００６９】
　プローブ素子として、好ましくは、ハンドル部の駆動軸２８が使用される。駆動軸は、
長手方向に変位できるように取り付けられ、好ましくは、付勢部材を用いてハンドル部か
ら突起へ付勢される。ブラシ・アタッチメント２がハンドル部の座へ降ろされたとき、ブ
ラシ・アタッチメントの作用面５５は、所定の距離だけ駆動軸２８をハンドル部１の内部



(20) JP 4722377 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

へ動かす。この変位は、様々の構造を具現化し、例えば、ライトバリアとして動作するこ
とができる変位センサ若しくは運動センサによって検出される。その他の変位センサを利
用してもよい。好ましくは、図１７を参照して説明したタイプの電気機械式接点を備えた
弾性変形可能な感知素子が設けられる。駆動軸２８は、好ましくは、ラグを用いて、好ま
しくは、駆動部の端部は結合部３０から隔てられ、感知素子５７に置かれる。感知素子は
、同時に、付勢部材としての役割を果たし得る。駆動軸２８が押し下げられるとき、感知
素子は、対応した信号を生成し、特に、対応した接点を開くか又は閉じる。センサ、感知
素子、又は、多数の感知素子を適切に構成することにより、ブラシ・アタッチメントのエ
ンコーディング部を読み取ること又は走査することが可能である。
【００７０】
　図２５に示されるように、作用面５５は、ブラシ・アタッチメントの駆動軸にある止ま
り端部タイプの凹部５３の底面により形成される。関連した係合面は、駆動軸２８の端部
により形成される。この構造は逆でも構わないが、好ましくは、図示されているように構
成される。
【００７１】
　作用面５５及び係合面５６は、それぞれ、代替的な実施形態でも実現できる。本発明の
更なる特徴によれば、円錐状の合わせ面を設けてもよい。それ以外の構造を考えることも
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】ハンドル部及びハンドル部に装着可能なブラシ・アタッチメントを有する電動歯
ブラシの斜視図である。
【図２】ハウジングには、歯車及び駆動軸を備えた駆動モーターと、駆動モーター用の蓄
電池と、蓄電池用の充電モジュールとが配置されている、図１の電動歯ブラシの、ハンド
ル部の長手方向略断面図である。
【図３】ブラシ・アタッチメントの磁気エンコーディング部と、エンコーディング部を検
出するホールセンサと、が示されている本発明の好ましい実施形態による電動ブラシの概
略図である。
【図４】ホールセンサと、ハンドル部に結合されたブラシ・アタッチメントの磁気エンコ
ーディング部の配置を示す、図３の歯ブラシの詳細断面図である。
【図５】磁気的にエンコードされたブラシ・アタッチメントと、エンコーディング部を検
出するハンドル部内のＬＣ発振器と、を有する本発明の更なる好ましい実施形態による電
動歯ブラシの概略図である。
【図６】ＬＣ発振器と、ハンドル部に結合されたブラシ・アタッチメントの磁気エンコー
ディング部の配置を示す、図５の歯ブラシの詳細断面図である。
【図７】磁気的にエンコードされたブラシ・アタッチメントと、エンコーディング部を検
出するためにリード接点を備えたハンドル部と、を有する本発明の更なる好ましい実施形
態による電動歯ブラシの概略図である。
【図８】リード接点と、ハンドル部に結合されたブラシ・アタッチメントの磁気エンコー
ディング部の配置を示す、図７の歯ブラシの詳細断面図である。
【図９】光学的にエンコードされたブラシ・アタッチメントと、光導波路を備えたハンド
ル部と、を有する本発明の更なる好ましい実施形態による電動歯ブラシの概略図である。
【図１０】ブラシ・アタッチメント及びハンドル部は結合状態で示され、ハンドル部の発
光器及び受光器とブラシ・アタッチメントのエンコーディング部とが光導波路の形式で示
されている、図９に類似した歯ブラシの詳細断面図である。
【図１１】図１０のブラシ・アタッチメントの端部側でのハンドル部付近の光導波路の平
面図である。
【図１２】ブラシ・アタッチメント及びハンドル部は結合状態で示され、ハンドル部内の
、単一集積構成部品の形の発光器及び受光器と、光導波路の形の、ブラシ・アタッチメン
トのエンコーディング部の配置が示されている、図１０に類似した歯ブラシの詳細断面図
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【図１３】光学的にエンコードされたブラシ・アタッチメントと、ブラシ・アタッチメン
トのエンコーディング部の、識別用のカラーセンサを備えたハンドル部と、を有する本発
明の更なる好ましい実施形態による電動歯ブラシの概略図である。
【図１４】ハンドル部のカラーセンサと、ハンドル部に結合されたブラシ・アタッチメン
トのカラーエンコーディング部と、の配置が示されている、図１３の歯ブラシの詳細断面
図である。
【図１５】形状によって磁気的にエンコードされたブラシ・アタッチメントを有する本発
明の他の好ましい実施例による電動歯ブラシの概略図である。
【図１６】ハンドル部に結合されている途中のブラシ・アタッチメントを示す図１５の歯
ブラシの斜視図である。
【図１７】ブラシ・アタッチメント及びハンドル部は結合状態で示され、ブラシ・アタッ
チメント上のエンコーディング突起と、エンコーディング突起を感知する電気機械式接点
の形式の感知素子と、が配置されている、図１５及び１６の歯ブラシの詳細断面図である
。
【図１８】接着若しくは一体化によってトランスポンダが結合されている電磁気的にエン
コードされたブラシ・アタッチメントと、ハンドル部の対応した検出装置と、が示されて
いる本発明の更なる好ましい実施形態による電動ブラシの概略図である。
【図１９】図１８の歯ブラシの斜視図である。
【図２０】ブラシ・アタッチメント及びハンドル部は結合状態で示され、ブラシ・アタッ
チメントの端部に設けられたエンコーディング・リング内のトランスポンダ・チップと、
ハンドル部内の関連した電子評価装置と一体的な発信コイル及び受信コイルと、が配置さ
れている、図１８及び１９に類似した歯ブラシの詳細断面図である。
【図２１】容量的にエンコードされたブラシ・アタッチメントと、ブラシ・アタッチメン
トのエンコーディング部を検出するハンドル部のコンデンサ極板と、が示されている本発
明の更なる好ましい実施形態による電動ブラシの概略図である。
【図２２】ブラシ・アタッチメント及びハンドル部は結合状態で示され、ブラシ・アタッ
チメントの誘電体部とハンドル部のコンデンサ極板が配置されている、図２１の歯ブラシ
の長手方向断面詳細図である。
【図２３】ブラシ・アタッチメントの誘電体部及びハンドル部のコンデンサ極板の配置が
示されている、図２２の線Ａ－Ａに沿った歯ブラシの断面詳細図である。
【図２４】長手方向に変位可能な駆動軸と、駆動軸の変位を検出する電気機械式感知素子
と、を有する本発明の更なる好ましい実施形態によるハンドル部の断面図である。
【図２５】ブラシ・アタッチメントが結合状態で示されている、図２３のハンドル部の断
面図である。
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